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研究成果の概要（和文）：本研究では，電子書籍の普及に際して問題となる著作権法上の課題を掲げて，それに対する
調査と検討を行うことを目的に実施した。具体的な論点として，(1)出版物の権利関係をめぐる現状の整理，(2)出版社
の権利や出版権の設定範囲の拡大の是非，(3)電子書籍の普及に向けた権利処理の円滑化の方策（権利者不明著作物や
集中管理団体の問題を含む)について，我が国や諸外国の現状や制度の状況について調査し，これらの課題の解決に向
けた分析を展開した。

研究成果の概要（英文）： The purpose of this research was to identify legal issues from the process of the
 spread of electronic books and find solutions for these issues with the perspective of comparative law. 
 In this research, three issues were discussed. First, this research dealt with the current legal situatio
n of rights in relation to the publishing industry in Japan and other countries. Here, the difference betw
een publisher's rights in Japan and other countries were shown. Second, debates over the pros and cons of 
establishing new rights for publishers or extending their existing rights were considered. Third, the rese
arch examined possible legal means for the smooth and efficient handling of e-books. As a result of compar
ative law research, it developed more useful models to create efficient systems for publisher rights on e-
books.

研究分野：

科研費の分科・細目：

社会科学

キーワード： 著作権　電子書籍　著作隣接権　出版者　出版権　孤児著作物　集中管理　権利者不明著作物

法学・新領域法学



様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９、Ｚ－１９（共通） 

１．研究開始当初の背景 
(1) 学術研究の社会的背景 
研究開始当初の状況として，2009 年の書

籍・雑誌の販売額は前年比 4.1%減の 1 兆
9356億円で21年ぶりに2兆円を割り込み(出
版科学研究所調べ)，出版不況の状況が続いて
いた。これに対して， 2008 年度の電子書籍
の市場規模は 464 億円となり 4 年で 10 倍に
拡大しており，2009 年度は 574 億円と推定
され(インプレス R&D 調べ)，2014 年度には
1300 億円に達するといわれていた。特に
2010 年は，アップル社の iPad，アマゾン社
の kindle などの電子書籍端末が話題を呼び，
わが国の「電子書籍元年」とも呼ばれる状況
であった。こうした中で，民間レベルにおい
ては大手出版社が集って日本電子書籍出版
社協会を設置し(2010 年 2 月)，電子書籍市場
への対応の検討が開始していた。また政府レ
ベルでも総務省・文部科学省・経済産業省が
「デジタル・ネットワーク社会における出版
物の利活用の推進に関する懇談会」を開催す
るなどの検討の動きが存在した。本研究は，
電子書籍の需要が著しく拡大することが予
想される状況において，著作権法がこれまで
前提としていた出版物をめぐる環境が大き
く変化しつつあり，民間・政府レベルで各種
の検討が行われているという社会的な時代
背景のなかに位置付けられるものであった。 
(2) 関連する国内外の研究動向 
電子書籍の普及の背景となっているコン

テンツのデジタル化・ネットワーク化による
著作権法制のパラダイム転換をめぐる研究
については，各種の研究動向がある。他方，
電子書籍の普及と著作権制度との関係に関
しては，映画・音楽・ゲームソフトのように
比較的早くからデジタル化した媒体が普及
したメディアとは異なり，2010 年に入って
から急速に展開したメディアであり，電子書
籍をコンテンツとして位置づけ，その著作権
法上の課題について検討した文献は国内で
は少なかった。他方，諸外国の研究では，応
募者が各論的に掲げた課題について，我が国
の法制度を検討する上で比較対象となる研
究成果が散在しており，これらを電子書籍に
係る法的論点を検討する上で比較法的な調
査対象として集約することが急務であると
考えられた。 
 本研究は，現代のデジタル化・ネットワー
ク化の環境が，著作権法制の新たなパラダイ
ムの転換を求めているという観点からの研
究における議論との連携をはかりつつ，電子
書籍の普及に向けた著作権法の基盤整備に
係る法的論点を検討する応用研究として位
置づけられるものであった。 
 
２．研究の目的 
昨今，電子書籍端末が普及したことに伴っ

て，電子書籍の需要が著しく拡大することが
予想されており，著作権法がこれまで前提と
していた出版物をめぐる環境は大きく変化

しつつある。本研究はこうした現代的な環境
の下で，電子書籍の普及に際して問題となる
著作権法上の課題を掲げて，それに対する調
査と検討を行うことを目的とした。具体的な
論点として，(1)出版物の権利関係をめぐる現
状の整理，(2)出版社の権利や出版権の設定範
囲の拡大の是非，(3)電子書籍の普及に向けた
権利処理の円滑化の方策（権利者不明著作物
や集中管理団体の問題を含む)について，出版
社へのヒアリング等の実態研究や，諸外国の
現状や制度の状況を調査し，これらの課題の
解決に向けた立法論・解釈論を展開すること
を目的とした。 
 
３．研究の方法 
本研究の具体的な内容は３つの内容から

構成されている。まず，研究の背景を整理す
る調査研究として，(1)出版物の権利関係を
めぐる現状を整理する。これにより電子書籍
の台頭によって顕在化した問題点を指摘し
て，次年度以降の研究調査の方向性をより明
らかにする。次年度以降は，(2)出版者の権
利・出版権の設定範囲の拡大の是非を検討し，
立法論的な示唆を提供するとともに，(3)電
子書籍の普及に向けた権利処理円滑化の方
策を検討して，出版物に関する権利処理に係
る集中管理モデルの構築等を提案すること
を目標とする。調査研究の具体的な方法は，
オーソドックスに，国内外の文献調査や有識
者へのヒアリングに基づく比較法的考察（主
に米英）を含む調査研究を中心とするが，電
子出版にかかわる出版社等からの聞き取り
を通した実態的な調査も取り入れるここと
した。 
 以下，年度毎の研究の進め方を述べる。 
初年度の平成 23 年度は，主として(1)「出

版物の権利関係をめぐる現状の整理」を行う。
出版物の権利関係に関する最新の文献や情
報と従前収集した資料を分析し，成果を公表
する。以下の計画・方法により，研究を実施
することとした。 
①資料収集・分析：資料収集を継続しつつ，
出版物の権利関係をめぐる現状を整理しつ
つ，電子書籍の台頭により顕在化した問題点
を指摘して，次年度以降の研究調査の方向性
をより明らかにする。資料の整理や収集等を
効率よく行うためアルバイトを1名雇用する。 
②海外調査：最新の米英の情報入手のため海
外調査を行う。 
③中間報告：論文や研究ノートの執筆や研究
会等での報告を通して，政策立案や学究活動
の議論の糧となるよう努める。 
平成 24 年度は，初年度の収集資料の分析

や海外調査により収集した研究成果を踏ま
えて，上記(2)出版者の権利・出版権の設定
範囲の拡大の是非を検討し，立法論的な示唆
を提供するとともに，(3)電子書籍の普及に
向けた権利処理円滑化の方策を検討するこ
とを目的として，以下の計画・方法によって
研究を実施するこことした。 



①資料収集・分析：初年度に収集した資料の
分析の他，引き続き，追加的な資料収集とそ
れらの分析を行う。資料の整理や収集等を効
率よく行うためアルバイトを 1 名雇用する。 
②海外調査：海外調査では，初年度の調査を
通して共同研究を行った研究者との間で論
点に関する意見交換を行う。 
③中間報告：中間整理として，論文の執筆や
研究会での報告を通して，成果を公表する。 
最終年度である平成 25 年度は，これまで

の考証を踏まえて，最終的な成果をまとめた
論文や報告書の作成が主たる作業となる。以
下の計画・方法によって研究を実施すること
を予定した。 
①資料収集・分析：最終的な成果である論文
等や報告において必要となる追加的な資料
収集とそれらの分析を行う。資料の整理や収
集等を効率よく行うためアルバイトを1名雇
用する。 
②海外調査：海外調査では，過年度の調査を
通して共同研究を行った研究者との間で関
連する課題についての意見交換を行う。 
③最終報告：最終のまとめとして，関連する
最終報告書を論文の形式でまとめて，専門誌
等に投稿する予定である。研究成果を報告す
る機会として，研究代表者・研究分担者が所
属する研究所の開催する研究会などにおい
て，報告することを予定した。 
 
４．研究成果 
本研究は具体的に３つの内容から構成さ

れる。まず，研究の背景を整理する調査研究
として，(1)出版物の権利関係をめぐる現状
を整理し，これにより電子書籍の台頭によっ
て顕在化した問題点を指摘して，次年度以降
の研究調査の方向性をより明らかにする。次
年度以降は，(2)出版者の権利・出版権の設
定範囲の拡大の是非を検討し，立法論的な示
唆を提供するとともに，(3)電子書籍の普及
に向けた権利処理円滑化の方策を検討して，
出版物に関する権利処理に係る集中管理モ
デルの構築等を提案することを目標とする。
以下，各年度に分けて，これらの 3つの事項
に関する研究成果について述べる。 
 平成 23 年度は，主として(1)「出版物の権
利関係をめぐる現状の整理」を行うこととし，
出版物の権利関係に関する最新の文献や情 
報と従前収集した資料を分析し，成果を公表
した。具体的には，以下の計画・方法によっ
て，研究を実施した。 
①資料収集・分析：資料収集として，出版物
の権利関係をめぐる現状を整理しつつ，電子
書籍の台頭により顕在化した問題点を指摘
して，次年度以降の研究調査の方向性をより
明らかにすることを目標として作業を行っ
た。 
②海外調査：計画では，最新の米英の情報入
手のため海外調査を行うこととした。米国に
ついては，資料に基づいてこれを行い，イギ
リスについては現地で資料収集を行った。 

③中間報告：論文の執筆や研究会等での報告
を通して，政策立案や学究活動の議論の糧と
なるよう努めた。具体的には，研究会や 
学会での報告を行うとともに，専門誌に論点
をまとめて，現段階の私見を交えた論文を公
表した。 
 公表論文（今村哲也「出版者の保有するべ
き権利のあり方について」）では，出版社の
保有するべき権利について，設定出版権およ
び版の保護に関する議論を概観したうえで，
出版者に固有の権利を認めている立法例や
ライセンシーに一定の訴権を付与する立法
例を紹介することで，出版者の保有するべき
権利に関する議論に対して比較法的示唆を
得た。そして，最後にこの問題に対する現段
階の私見を述べた。 
平成 24 年度は，前年度の資料収集や海外

調査により得た成果を踏まえて，出版者の権
利・出版権の設定範囲の拡大の是非を検討し，
立法論的な示唆を提供するとともに，電子書
籍の普及に向けた権利処理円滑化の方策に
ついて検討を行った。具体的には，以下の計
画・方法によって研究を実施した。 
①資料収集・分析：初年度に収集した資料の
分析の他，引き続き，追加的な資料収集とそ
れらの分析を行った。 
②海外調査：海外調査では，初年度の調査を
通して共同研究を行った研究者との間で論
点に関する意見交換を行った。米国について
は，著作権実務に詳しい現地法人の担当者に
米国における著作者と出版社との契約関係
と運用状況についてヒアリングを行って知
見を得た。また、イギリスについても，引き
続き現地で資料を収集するとともに，出版の
問題にも詳しい British Library の知的財産
部門担当官や英国出版協会の法律顧問に対
してヒアリングを実施した。 
③中間報告：中間整理として，論文の執筆や
研究会での報告を通して，成果を公表した。
具体的には，本研究課題を含めた著作権法上
の学説動向をまとめた資料を公表するとと
もに，大学紀要および書籍において，現段階
の私見を交えた論文を公表した。また，2013
年 3 月 20 日にロンドン大学高等法学研究所
（IALS）で開催した学術セミナーにおいて，
「印刷文化・電子の基盤整備に関する勉強会 
（いわゆる中川勉強会）」（2012 年 10 月 10 日
案を対象）や日本経済団体連合会の提案
（2013 年 2 月 19 日）を踏まえた報告を行っ
た。 
 公表論文の一つ（今村哲也「出版者の権利
に関する比較法的考察―イギリスの立法例
を参考として」）では，前年度に公表した論
文の内容を踏襲しながら，オーストラリアの
法制等について加筆するなどした原稿を公
表した。また，別の論文（今村哲也「イギリ
スにおける出版契約と出版者の権利につい
て─我が国における出版者の権利の付与に
関する議論への示唆」）では，書籍の輸出国
でもあるイギリスにおける出版契約と出版



者の権利について考察することで，我が国に
おける出版者の権利の付与に関する議論へ
の示唆を得た。 
なお，本年度は，(3)に関して，本研究課

題に関連するものとして，平成 24 年度文化
庁委託事業として，「諸外国における著作物
等の利用円滑化方策に関する調査研究」に携
わる機会を得て，権利者不明著作物について，
EU，イギリス，カナダの状況についてまとめ
るとともに，新しい集中管理の仕組みとして，
イギリスにおけるデジタル著作権取引所の
実態について，調査を行う機会をえた（株式
会社情報通信総合研究所編『平成 24 年度文
化庁委託事業 諸外国における著作物等の
利用円滑化方策に関する調査研究報告書」
（2013 年 3 月，4-49, 143-167, 207-228 頁
を今村が担当）。 
 最終年度（平成 25 年度）は，これまでの
考証を踏まえて，最終的な成果をまとめて学
会等の報告や論文の作成を主として行った。 
①資料収集・分析：最終的な成果である論文
等や報告において必要となる追加的な資料
収集とそれらの分析を行った。 
②海外調査：海外調査では，過年度の調査を
通して共同研究を行った研究者との間で関
連する課題についての意見交換を行った。と
りわけ，イギリスの状況については，出版に
関する研究教育に定評のあるOxford Brookes 
大学の Oxford International Centre for 
Publishing Studies を訪問し，多数の有識者
から最近の出版事情に関する豊富な情報を
得た。 
③最終報告：最終のまとめとして，論文の執
筆や学会での報告を通して研究成果を公表
した。具体的には，日本知財学会の学術研究
発表会において「イギリスにおけるデジタル
出版の現状とその法的な背景―我が国の出
版産業を国際競争力あるものとするための
実効性ある対応策を考えるために―」と題す
る報告を行うなどした。研究分担者の安藤に
おいて「電子出版をめぐる著作権法上の課
題」と題する紀要論文を発表した。 
また，権利者不明著作物の問題について，

文化審議会著作権分科会法制・基本問題小委
員会などにおいて研究成果の一部を報告す
る機会も得るとともに，日本知財学会誌に査
読論文を投稿し，掲載決定されている。 
これらの報告において，(1)出版物の権利

関係をめぐる現状，(2)出版社の権利や出版
権の設定範囲の拡大の是非，(3)電子書籍の
普及に向けた権利処理の円滑化の方策（権利
者不明著作物や集中管理の問題を含む)につ
いて，事実関係を整理するとともに，解釈論
や立法論を展開した。特に，(2)について，
安藤和宏「電子出版をめぐる著作権法上の課
題」では，主要な解決方法として，①著作隣
接権アプローチ，②著作権譲渡アプローチ，
③訴権付与アプローチ，④電子出版権アプロ
ーチがあることを示した上で，これら 4つの
アプローチのメリット・デメリットを詳細に

比較・検討したうえで，電子出版権アプロー
チが最も優れた解決策であることを示した。
この結論は，電子出版権制度を創設した平成
26 年の著作権法一部改正の帰結と概ね一致
するものとなった。 
 今後の展望として，(3)の電子書籍の普及
に向けた権利処理の円滑化の方策（権利者不
明著作物や集中管理の問題を含む)の考察に
ついては，この論点から派生した研究が，平
成 26 年度科学研究費補助金採択課題「過去
のコンテンツ資産の権利処理の円滑化と利
用促進に関する総合的研究」として採択を受
け，共同研究者とともに，さらなる研究調査
を進めることになった。 
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